
JP 6379071 B2 2018.8.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎを２以上の整数としたときに、厚さ５～１００μｍのＮ枚の金属箔と、厚さ５μｍ以
上のＮ＋１枚の樹脂層が交互に積層された積層体、または、厚さ５～１００μｍのＮ＋１
枚の金属箔と厚さ５μｍ以上のＮ枚の樹脂層が交互に積層された積層体により構成される
電磁波シールド材であって、前記積層体の厚さが１００～５００μｍであり、前記積層体
の厚さ中心を基準として上下両側にある樹脂層と金属箔の順番が対応し合う境界面につい
て基準からこれら境界面までの距離がすべて誤差±１０％以内である電磁波シールド材。
【請求項２】
　樹脂層の一枚当たりの厚みが５μｍ以上１５０μｍ以下である請求項１に記載の電磁波
シールド材。
【請求項３】
　前記樹脂層が熱可塑性樹脂からなる請求項１又は２に記載の電磁波シールド材。
【請求項４】
　前記樹脂層は応力歪み曲線（ＳＳ曲線）において∂σ／∂εがε＝０．２～０．５で常
に０Ｐａ以上である請求項１～３の何れか一項に記載の電磁波シールド材。
【請求項５】
　前記金属箔が銅箔である請求項１～４の何れか一項に記載の電磁波シールド材。
【請求項６】
　前記金属箔の樹脂層との界面にＮｉ、Ｃｒ、Ｃｏ及びＦｅよりなる群から選択される少
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なくとも１種以上の元素を含むめっきが施されている請求項１～５の何れか一項に記載の
電磁波シールド材。
【請求項７】
　めっき付着量が合計で５０～６００μｇ／ｄｍ2である請求項６に記載の電磁波シール
ド材。
【請求項８】
　前記金属箔の表面粗さがＲｚ（十点平均粗さ）で０．１～１．５μｍである請求項１～
７の何れか一項に記載の電磁波シールド材。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか一項に記載の電磁波シールド材を備えた電気・電子機器用の被覆
材又は外装材。
【請求項１０】
　請求項９に記載の被覆材又は外装材を備えた電気・電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電磁波シールド材に関する。とりわけ、本発明は電気・電子機器の被覆材又は
外装材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境問題に対する関心が全世界的に高まっており、電気自動車やハイブリッ
ド自動車といった二次電池を搭載した環境配慮型自動車の普及が進展している。これらの
自動車においては、搭載した二次電池から発生する直流電流をインバータを介して交流電
流に変換した後、必要な電力を交流モータに供給し、駆動力を得る方式を採用するものが
多い。インバータのスイッチング動作等に起因して電磁波が発生する。電磁波は車載の音
響機器や無線機器等の受信障害となることから、インバータ或いはインバータと共にバッ
テリーやモータ等を金属製ケース内に収容して、電磁波シールドするという対策が行われ
てきた（特開２００３－２８５００２号公報）。
【０００３】
　また、自動車に限らず、通信機器、ディスプレイ及び医療機器を含め多くの電気・電子
機器から電磁波が放射される。電磁波は精密機器の誤作動を引き起こす可能性があり、更
には、人体に対する影響も懸念される。このため、電磁波シールド材を用いて電磁波の影
響を軽減する各種の技術が開発されてきた。例えば、銅箔と樹脂フィルムとを積層してな
る銅箔複合体が電磁波シールド材として用いられている（特開平７－２９０４４９号公報
）。銅箔は電磁波シールド性を有し、樹脂フィルムは銅箔の補強のために積層される。ま
た、絶縁材料からなる中間層の内側と外側にそれぞれ金属層を積層した電磁波シールド構
造も知られている（特許第４６０２６８０号公報）。また、ベース基板と、前記ベース基
板の一面に形成されて、金属層および高屈折率層（五酸化ニオブ）を含む複数の反復単位
膜で構成された積層部材とを具備する電磁波遮断用光学部材も知られている（特開２００
８－２１９７９号公報）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２８５００２号公報
【特許文献２】特開平７－２９０４４９号公報
【特許文献３】特許第４６０２６８０号公報
【特許文献４】特開２００８－２１９７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　自動車においては燃費向上の観点から軽量化が大きな課題となっており、金属材料から
樹脂材料や炭素繊維材料への転換も検討が進んでいる。しかしながら、樹脂材料や炭素繊
維材料は立体成形が可能であるものの電磁波シールド効果は期待できない。かといって金
属製の電磁波シールド材の厚みを小さくし過ぎると優れたシールド効果が得られないし、
割れやすくなって成形加工も難しくなる。特開平７－２９０４４９号公報に記載の技術や
特許第４６０２６８０号公報の記載の技術も同様であり、優れたシールド効果を得るのに
必要な電磁波シールド材の厚みはかなり大きくする必要があり、十分な軽量化が達成でき
ず、また、優れた成形性を得ることもできない。特開２００８－２１９７９号公報に記載
の技術は光の通過を確保するためにナノメートルオーダーの金属層を積層する技術である
ため、電磁波シールド特性に限界があるし、薄すぎることで成形性にも難がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みて創作されたものであり、電磁波シールド特性、軽量特性、及
び成形性に優れた電磁波シールド材を提供することを課題とし、特に電気・電子機器用の
被覆材又は外装材として好適な電磁波シールド材を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねたところ、金属箔及び樹脂層を５枚以
上交互に積層することで、電磁波シールド効果が格段に向上することを見出した。そして
、積層体の厚さ中心から厚み方向に対称性のある積層構造とすることで、金属箔と樹脂層
の密着性が高くなり、高い成形性が得られることを見出した。本発明は当該知見に基づい
て完成したものであり、以下のように特定することができる。
【０００８】
　本発明は一側面において、Ｎを２以上の整数としたときに、厚さ５～１００μｍのＮ枚
の金属箔と、厚さ５μｍ以上のＮ＋１枚の樹脂層が交互に積層された積層体、または、厚
さ５～１００μｍのＮ＋１枚の金属箔と厚さ５μｍ以上のＮ枚の樹脂層が交互に積層され
た積層体により構成される電磁波シールド材であって、前記積層体の厚さが１００～５０
０μｍであり、前記積層体の厚さ中心を基準として上下両側にある樹脂層と金属箔の順番
が対応し合う境界面について基準からこれら境界面までの距離がすべて誤差±１０％以内
である電磁波シールド材である。
【０００９】
　本発明に係る電磁波シールド材の一実施形態においては、前記樹脂層が熱可塑性樹脂か
らなる。
【００１０】
　本発明に係る電磁波シールド材の別の一実施形態においては、前記樹脂層は応力歪み曲
線（ＳＳ曲線）において∂σ／∂εがε＝０．２～０．５で常に０Ｐａ以上である。
【００１１】
　本発明に係る電磁波シールド材の更に別の一実施形態においては、前記金属箔が銅箔で
ある。
【００１２】
　本発明に係る電磁波シールド材の更に別の一実施形態においては、前記金属箔の樹脂層
との界面にＮｉ、Ｃｒ、Ｃｏ及びＦｅよりなる群から選択される少なくとも１種以上の元
素を含むめっきが施されている。
【００１３】
　本発明に係る電磁波シールド材の更に別の一実施形態においては、めっき付着量が合計
で５０～６００μｇ／ｄｍ2である。
【００１４】
　本発明に係る電磁波シールド材の更に別の一実施形態においては、前記金属箔の表面粗
さがＲｚ（十点平均粗さ）で０．１～１．５μｍである。
【００１５】
　本発明は別の一側面において、本発明に係る電磁波シールド材を備えた電気・電子機器
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用の被覆材又は外装材である。
【００１６】
　本発明は更に別の一側面において、本発明に係る被覆材又は外装材を備えた電気・電子
機器である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る電磁波シールド材では、優れた電磁波シールド特性を有することに加えて
、軽量化が達成できるほか、厚み方向に対称性の高い積層構造を採用したことで成形性も
確保することができる。また、本発明に係る電磁波シールド材は金属箔と樹脂層という単
純な構成で構築可能であり、経済性にも優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る電磁波シールド材を構成する積層体構造の一例を模式的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（金属箔）
　本発明に係る電磁波シールド材に使用する金属箔の材料としては特に制限はないが、交
流磁界や交流電界に対するシールド特性を高める観点からは、導電性に優れた金属材料と
することが好ましい。具体的には、電気抵抗率が５．０×１０-5Ω・ｍ（２０℃の値。以
下同じ。）以下の金属によって形成することが好ましく、金属の電気抵抗率が１．０×１
０-7Ω・ｍ以下であるとより好ましく、７．０×１０-8Ω・ｍ以下であると更により好ま
しく、５．０×１０-8Ω・ｍ以下であると最も好ましい。このような金属としては、電気
抵抗率が約１．０×１０-7Ω・ｍの鉄や、電気抵抗率が約２．６５×１０-8Ω・ｍのアル
ミニウム、電気抵抗率が約１．６８×１０-8Ω・ｍの銅、及び電気抵抗率が約１．５９×
１０-8Ω・ｍの銀が挙げられる。電気抵抗率とコストの双方を考慮すると、アルミニウム
又は銅を採用することが実用性上好ましく、アルミニウムは異種金属と接触すると腐食し
やすいことから電磁波シールド材のようにアースを必要とする材料には銅がより適してい
る。本発明に係る電磁波シールド材中に使用する金属箔はすべて同一の金属であってもよ
いし、層毎に異なる金属を使用してもよい。また、上述した金属の合金を使用することも
できる。金属箔表面には接着促進、耐環境性、耐熱又は防錆などを目的としためっき層等
の各種表面処理層が形成されていてもよい。
【００２０】
　例えば、金属箔表面が酸化すると樹脂層との密着性が低下する。このため、金属箔の樹
脂層と接触する表面に、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｃｏ及びＦｅよりなる群から選択される少なくとも
１種以上の元素を含むめっき層を形成することが、金属箔表面の酸化を防止して樹脂層と
の密着性を向上させる観点から好ましい。樹脂層との密着性が向上することにより、成形
加工時に樹脂層と金属箔の剥離が生じにくくなる。また、シールド性能を向上させる効果
もある。
【００２１】
　Ｃｕ等の金属箔を構成する元素をめっき表面まで拡散させると密着性の低下につながる
ため、めっき層の単位面積当たりの付着量は合計で５０μｇ／ｄｍ2以上とすることが好
ましく、１００μｇ／ｄｍ2以上とすることがより好ましく、１５０μｇ／ｄｍ2以上とす
ることが更により好ましい。また、めっき層が厚いと硬くなり、成形性の劣化につながる
ことから、めっき層の付着量は合計で６００μｇ／ｄｍ2以下とすることが好ましく、５
００μｇ／ｄｍ2以下とすることがより好ましく、４００μｇ／ｄｍ2以下とすることが更
により好ましい。
【００２２】
　めっき層の有無に関わらず、金属箔表面の粗さは、アンカー効果による樹脂層との密着
性を向上させる観点から、Ｒｚ（十点平均粗さ）で０．１μｍ以上であることが好ましく
、０．３μｍ以上であることがより好ましく、０．６μｍ以上であることが更により好ま
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しい。また、金属箔表面の粗さが大きすぎると当該金属箔との接着界面近傍における樹脂
強度が劣化しやすい。樹脂強度が劣化することにより成形加工時に樹脂層が凝集破壊を起
こして密着性が低下する。このため、金属箔表面の粗さは、Ｒｚで１．５μｍ以下である
ことが好ましく、１．３μｍ以下であることがより好ましく、１．２μｍ以下であること
が更により好ましい。本発明において、Ｒｚ（十点平均粗さ）はＪＩＳ　Ｂ０６０１：１
９９４に準拠して接触式粗さ計により測定される。
【００２３】
　また、金属面が最外層となる場合に必要とされる耐環境性、耐熱性を高めることを目的
として、Ａｕめっき、Ａｇめっき、Ｓｎめっき、Ｎｉめっき、Ｚｎめっき、Ｓｎ合金めっ
き（Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｎｉ、Ｓｎ－Ｃｕなど）、クロメート処理などを施すことができ
る。これらの処理を組み合わせてもよい。コストの観点からＳｎめっきあるいはＳｎ合金
めっきが好ましい。
【００２４】
　金属箔として銅箔を使用する場合、シールド性能が向上することから、純度が高いもの
が好ましく、純度は好ましくは９９．５質量％以上、より好ましくは９９．８質量％以上
である。銅箔としては、圧延銅箔、電解銅箔、メタライズによる銅箔等を用いることがで
きるが、屈曲性及び成形性に優れた圧延銅箔が好ましい。銅箔中に合金元素を添加して銅
合金箔とする場合、これらの元素と不可避的不純物との合計含有量が０．５質量％未満で
あればよい。特に、銅箔中に、Ｓｎ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｚｎ、Ｚｒ、Ｍｇ、Ｎｉ、Ｓｉ、及び
Ａｇの群から選ばれる少なくとも１種以上を合計で２００～２０００質量ｐｐｍ含有する
と、同じ厚みの純銅箔より伸びが向上するので好ましい。
【００２５】
　本発明に係る電磁波シールド材に使用する金属箔の厚みは、薄すぎると金属箔の延性が
低下し、シールド材の成形時に割れやすくなる。割れが生じた場合、シールド効果も低下
してしまう。また、一枚当たりの箔の厚みが薄すぎると優れた電磁波シールド効果を得る
ために多数の金属箔を積層する必要が出てくるため、製造コストが上昇するという問題も
生じる。このような観点から、金属箔は一枚当たり５μｍ以上であることが好ましく、１
０μｍ以上であることがより好ましく、１５μｍ以上であることが更により好ましく、２
０μｍ以上であることが更により好ましく、２５μｍ以上であることが更により好ましく
、３０μｍ以上であることが更により好ましい。一方で、一枚当たりの箔の厚みが厚すぎ
ると剛性が出て成形性を悪化させることから、金属箔の厚みは一枚当たり１００μｍ以下
であることが好ましく、７５μｍ以下であることがより好ましく、５０μｍ以下であるこ
とが更により好ましく、４０μｍ以下であることが更により好ましい。なお、本発明にお
いては、めっき層を金属箔上に形成する場合は、金属箔の厚みはめっき層の厚みを含めた
厚さを指すこととする。
【００２６】
（樹脂層）
　本発明に係る電磁波シールド材において、複数枚の金属箔を積層することによる電磁波
シールド効果の顕著な改善は、金属箔と金属箔の間に樹脂層を挟み込むことで得られる。
金属箔同士を直接重ねても、金属箔の合計厚みが増えることでシールド効果が向上するも
のの、顕著な向上効果は得られない。これは、金属箔間に樹脂層が存在することで電磁波
の反射回数が増えて、電磁波が減衰されることによると考えられる。
【００２７】
　成形性を向上させるためには接着剤を用いずに樹脂層と金属箔が直接接着することが好
ましい。このような観点から樹脂層としては熱可塑性樹脂を用いるのが好ましい。樹脂層
の材料として熱可塑性樹脂を使用することで樹脂層と金属箔が熱圧着可能となる。熱可塑
性樹脂としては、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタ
レート）及びＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）等のポリエステル、ポリエチレン及
びポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリアミド、ポリイミド、液晶ポリマー、ポリ
アセタール、フッ素樹脂、ポリウレタン、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂
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、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ＡＢＳ樹脂、ポリビニルアルコール、尿素樹脂、ポリ
塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリカーボネート、ポリスチレン、スチレンブタジエンゴム等が
挙げられ、これらの中でも加工性、コストの理由によりＰＥＴ、ＰＥＮ、ポリアミド、ポ
リイミドが好ましい。熱可塑性樹脂はウレタンゴム、クロロプレンゴム、シリコーンゴム
、フッ素ゴム、スチレン系、オレフィン系、塩ビ系、ウレタン系、アミド系などの熱可塑
性エラストマーとすることもできる。本発明に係る電磁波シールド材中に使用する樹脂層
はすべて同一の樹脂であってもよいし、層毎に異なる樹脂を使用してもよい。また、上述
した樹脂のアロイを使用することもできる。樹脂層には炭素繊維、ガラス繊維及びアラミ
ド繊維などの繊維強化材を混入させることも可能である。
【００２８】
　成形性の観点からは、引っ張り応力に対して樹脂層全体にわたって均一に変形が進行す
る樹脂が優れている。局部変形をすると樹脂層は割れなくても金属箔が割れるおそれが高
くなるからである。具体的には、前記樹脂層は応力歪み曲線（ＳＳ曲線）において∂σ／
∂εがε＝０．２～０．５で常に０Ｐａ以上であることが好ましい。応力歪み曲線（ＳＳ
曲線）において∂σ／∂εが金属箔単体の特性として破断が起きやすいε＝０．２～０．
５で樹脂層単体の∂σ／∂εが負になる箇所が存在すると積層体としたときも局部的に変
形する場所があり、成形加工時に金属箔が破断しやすくなる。
【００２９】
　応力歪み曲線（ＳＳ曲線）において∂σ／∂εがε＝０．２～０．５で常に０Ｐａ以上
である樹脂を製造する方法として、鎖状高分子同士が水素結合によって結ばれているよう
な構造にする、フィルムを延伸する方法などが挙げられる。
【００３０】
　樹脂材料はフィルム状や繊維状の形態で積層することができる。また、金属箔に未硬化
の樹脂組成物を塗布後に硬化させることで樹脂層を形成してもよいが、金属箔に貼付可能
な樹脂フィルムとするのが製造しやすさの理由により好ましい。
【００３１】
　このように、金属箔と樹脂層は接着剤を介さずに積層するのが好ましいが、接着剤によ
り積層することも必要に応じて可能である。接着剤を使用する場合、特に制限はないが、
アクリル樹脂系、エポキシ樹脂系、ウレタン系、ポリエステル系、シリコーン樹脂系、酢
酸ビニル系、スチレンブタジエンゴム系、ニトリルゴム系、フェノール樹脂系、シアノア
クリレート系などが挙げられ、製造しやすさとコストの理由により、ウレタン系、ポリエ
ステル系、酢酸ビニル系が好ましい。接着剤を使用する場合、接着剤層の厚みは６μｍ以
下であることが好ましい。接着剤層の厚みが６μｍを超えると、金属箔と樹脂層を積層し
た後に金属箔のみが破断しやすくなる。
【００３２】
　樹脂層の厚みは、薄すぎると成形時に金属箔ごと割れてシールド性を劣化させるおそれ
があるので、一枚当たりの厚みが５μｍ以上であることが好ましく、１０μｍ以上である
ことがより好ましく、１５μｍ以上であることが更により好ましく、２０μｍ以上である
ことが更により好ましい。一方、樹脂層の一枚当たりの厚みが厚すぎると柔軟性を劣化さ
せるため、筐体にシールド材をフィットさせ難くなる。そこで、樹脂層の一枚当たりの厚
みは２００μｍ以下であることが好ましく、１５０μｍ以下であることがより好ましく、
１２５μｍ以下であることが更により好ましい。
【００３３】
（電磁波シールド材）
　本発明に係る電磁波シールド材は、上述した金属箔と樹脂層を積層することで製造可能
である。本発明に係る電磁波シールド材は一実施形態において、Ｎを２以上の整数とした
ときに、Ｎ枚の金属箔と、Ｎ＋１枚の樹脂層が交互に積層された積層体により構成される
。本実施態様においては、樹脂層が積層体の最上層及び最下層を構成する。樹脂層が積層
体の最外層を構成することで成形性が向上するという利点が得られる。また、金属箔が保
護されるため、金属箔の腐食や酸化を防止することができるという利点も得られる。但し
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、本実施態様においては、アースを取るための加工が必要なために製造コストが上昇する
。
【００３４】
　本発明に係る電磁波シールド材は別の一実施形態において、Ｎを２以上の整数としたと
きに、Ｎ＋１枚の金属箔とＮ枚の樹脂層が交互に積層された積層体により構成される。本
実施態様においては、金属箔が積層体の最上層及び最下層を構成する。金属箔が積層体の
最外層を構成する場合、樹脂層が最外層を構成する場合に比べて成形性は劣るがアースを
取るための加工が容易になる。
【００３５】
　Ｎは大きいほうが金属箔と樹脂層の間で電磁波の反射回数が多くなってシールド効果も
上昇しやすいことから、Ｎは好ましくは３以上であり、より好ましくは４以上である。し
かしながら、Ｎが大きくなると一枚当たりの樹脂層及び金属箔の厚みを小さくする必要が
あり、Ｎが過大だと成形時に割れが発生しやすくなること及び製造コストが増大すること
から、Ｎは好ましくは６以下であり、より好ましくは５以下である。
【００３６】
　上記の何れの態様においても、積層体を構成する金属箔及び樹脂層の総数は奇数となる
。これにより、金属箔又は樹脂層を中心層として上下方向（板厚中心から積層体の上面及
び下面に向かう板厚方向を指す）に対称な積層構造を構築することが可能である。対称性
の高い積層構造を採用することにより、成形加工時に金属箔の割れを抑制する効果が得ら
れる。本発明者の検討結果によれば、積層体の厚さ中心を基準として上下両側にある樹脂
層と金属箔の順番が対応し合う境界面について基準からこれら境界面までの距離がすべて
誤差±１０％以内であることが好ましい。
　ここで、積層体の厚さ中心を基準として上下両側にある樹脂層と金属箔の順番が対応し
合う境界面について基準からこれら境界面までの距離がすべて誤差±１０％以内というの
は、積層体の厚さ中心から上側にある樹脂層と金属箔の界面までの距離を順に算出し、積
層体の厚さ中心から下側にある樹脂層と金属箔の界面までの距離を順に算出し、厚さ中心
からの順番が同じ二つの界面までの距離の差が厚さ中心から短い方の距離に対し１０％以
内にあることを意味する。対応し合う境界面はすべて誤差±８％以内の距離にあることが
より好ましく、すべて誤差±６％以内の距離にあることが更により好ましく、すべて誤差
±４％以内の距離にあることが更により好ましく、すべて誤差±２％以内の距離にあるこ
とが更により好ましく、すべて誤差０％の距離にあることが最も好ましい。
【００３７】
　図１には、本発明に係る電磁波シールド材を構成する積層体構造の一例を模式的に示し
ている。図１の積層体は金属箔４枚（それぞれ厚みをａ、ｃ、ｅ、ｇとする。）、絶縁フ
ィルム３枚（それぞれの厚みをｂ、ｄ、ｆとする。）を使用し、積層体の板厚中心に配置
された絶縁フィルムから上下方向に金属箔及び絶縁フィルムが交互に積層された構造を有
する。板厚中心から上方及び下方に向かってそれぞれ第１界面、第２界面及び第３界面が
存在する。板厚中心から上方第１界面までの距離（２／ｄ）と、板厚中心から下方第１界
面までの距離（２／ｄ）は必然的に等しい。板厚中心から上方第２界面までの距離（２／
ｄ＋ｃ）と、板厚中心から下方第２界面までの距離（２／ｄ＋ｅ）については、両者の距
離の差＝｜（２／ｄ＋ｃ）－（２／ｄ＋ｅ）｜＝｜ｃ－ｅ｜が、（２／ｄ＋ｃ）及び（２
／ｄ＋ｅ）の小さい値に対して１０％以内にある。例えば、（２／ｄ＋ｃ）＜（２／ｄ＋
ｅ）の場合は、０≦｜ｃ－ｅ｜／（２／ｄ＋ｃ）≦０．１である。（２／ｄ＋ｃ）＝（２
／ｄ＋ｅ）の場合はどちらを分母にしてもよい。板厚中心から上方第３界面までの距離（
２／ｄ＋ｃ＋ｂ）と、板厚中心から下方第３界面までの距離（２／ｄ＋ｅ＋ｆ）について
は、両者の距離の差＝｜（２／ｄ＋ｃ＋ｂ）－（２／ｄ＋ｅ＋ｆ）｜＝｜（ｃ＋ｂ）－（
ｅ＋ｆ）｜が、（２／ｄ＋ｃ＋ｂ）及び（２／ｄ＋ｅ＋ｆ）の小さい値に対して１０％以
内にある。例えば、（２／ｄ＋ｃ＋ｂ）＜（２／ｄ＋ｅ＋ｆ）の場合は、０≦｜（ｃ＋ｂ
）－（ｅ＋ｆ）｜／（２／ｄ＋ｃ＋ｂ）≦０．１である。（２／ｄ＋ｃ＋ｂ）＝（２／ｄ
＋ｅ＋ｆ）の場合はどちらを分母にしてもよい。



(8) JP 6379071 B2 2018.8.22

10

20

30

40

50

【００３８】
　本発明に係る電磁波シールド材の一実施形態においては、金属箔の合計厚みを３０～１
５０μｍとすることができ、１００μｍ以下とすることもでき、８０μｍ以下とすること
もできる。
【００３９】
　本発明に係る電磁波シールド材の一実施形態においては、樹脂層の合計厚みを５０～４
００μｍとすることができ、３００μｍ以下とすることもでき、２００μｍ以下とするこ
ともできる。
【００４０】
　本発明に係る電磁波シールド材の一実施形態においては、電磁波シールド材を構成する
積層体の全体厚みが１００μｍ以上である。積層体の全体厚みを１００μｍ以上とするこ
とにより、成形加工しても割れにくいという利点が得られる。積層体の全体厚みは好まし
くは２００μｍ以上である。また、本発明に係る電磁波シールド材の一実施形態において
は、電磁波シールド材を構成する積層体の全体厚みが５００μｍ以下である。積層体の全
体厚みを５００μｍ以下とすることにより、成形加工が容易になるという利点が得られる
。積層体の全体厚みは好ましくは４００μｍ以下であり、より好ましくは３００μｍ以下
である。
【００４１】
　本発明に係る電磁波シールド材は、特に電気・電子機器（例えば、インバータ、通信機
、共振器、電子管・放電ランプ、電気加熱機器、電動機、発電機、電子部品、印刷回路、
医療機器等）の被覆材又は外装材、電気・電子機器に接続されたハーネスや通信ケーブル
の被覆材、電磁波シールドシート、電磁波シールドパネル、電磁波シールド袋、電磁波シ
ールド箱、電磁波シールド室など各種の電磁波シールド用途に利用することが可能である
。特に、これらの用途において電磁波シールド材の立体成形品が要求される部位へ好適に
使用可能である。
【００４２】
　本発明に係る電磁波シールド材の一実施形態によれば、２００ｋＨｚにおいて２３ｄＢ
以上の磁界シールド特性（受信側でどれだけ信号が減衰したか）をもつことができ、好ま
しくは２５ｄＢ以上の磁界シールド特性をもつことができる。本発明においては、磁界シ
ールド特性はＫＥＣ法によって測定することとする。ＫＥＣ法とは、関西電子工業振興セ
ンターにおける「電磁波シールド特性測定法」を指すものである。
【実施例】
【００４３】
　以下に本発明の実施例を比較例と共に示すが、これらは本発明及びその利点をよりよく
理解するために提供するものであり、発明が限定されることを意図するものではない。
【００４４】
（１．金属箔の準備）
　表１に記載の各金属箔を準備した。金属箔は試験番号に応じて表１に記載の金属のイン
ゴットを作製し、熱間圧延及び冷間圧延を行った後、焼鈍及び冷間圧延を繰り返して表１
に記載の各厚みの金属箔を得た。めっきをする場合は、脱脂及び酸洗後に、金属箔の両面
に、試験番号に応じて表１に記載の組成及び付着量の条件で電気めっきを施した。最後に
、再結晶焼鈍を行うことで金属箔を軟化させた。めっきをしない場合は、再結晶焼鈍前に
脱脂及酸洗をせず再結晶焼鈍を行い、最後に酸洗を行った。表中、「－」とあるのはめっ
きを施さなかった例である。なお、各金属箔は表面粗さの測定、めっき付着量の測定及び
積層体の作製がそれぞれ実施できるように十分な大きさを作製した。
【００４５】
　表１に記載の各記号は以下を示す。金属箔の導電率はＪＩＳ　Ｃ２５２５：１９９９の
ダブルブリッチ法で測定した。
Ｃｕ：圧延銅箔（２０℃での導電率：５８．０×１０6Ｓ／ｍ）
Ａｌ：アルミ箔（２０℃での導電率：３９．６×１０6Ｓ／ｍ）
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Ｎｉ：ニッケル箔（２０℃での導電率：１４．５×１０6Ｓ／ｍ）
Ｆｅ：軟鉄箔（２０℃での導電率：９．９×１０6Ｓ／ｍ）
【００４６】
＜表面粗さの測定＞
　上で準備した各金属箔（めっきを施した場合はめっき後の金属箔）の表面粗さＲｚ（十
点平均粗さ）をＪＩＳ　Ｂ０６０１：１９９４に準拠して接触式粗さ計（（株）小坂研究
所製　表面粗さ測定器　ＳＥ－３４００）により測定した。銅箔表面のＲｚを複数回測定
したときの平均値を表１に示している。Ｒｚの値は概ね±０．２μｍ以内のバラツキであ
った。表１には一つの試験例につき一つのＲｚの値が掲載されているが、一つの試験例に
おいて使用したすべての金属箔の表面におけるＲｚを表１に記載の値から±０．２μｍに
調整したということを意味する。Ｒｚの調整はめっきの電流密度やめっき前の金属箔の粗
さを変化させることで可能である。
【００４７】
＜めっき付着量の測定＞
　単位面積当たりのめっき付着量をめっき前後の重量を測定することで算出した。付着量
は合金めっきの場合は各めっき元素の付着量の合計値で表している。なお、表１には一つ
の試験例につき一つの付着量の値が掲載されているが、一つの試験例において使用したす
べての金属箔の表面におけるめっき付着量を表１に記載の値の±５μｇ／ｄｍ2に調整し
たということを意味する。
【００４８】
（２．絶縁フィルムの準備）
　絶縁フィルムは市販品を使用した。表１に記載の各記号は以下を示す。
ＰＰ：熱可塑性ポリプロピレンフィルム
ＰＢＴ：熱可塑性ポリブチレンテレフタレートフィルム
ＴＰＵ：熱可塑性ポリウレタンフィルム
ＰＣ：熱可塑性ポリカーボネートフィルム
ＴＰＩ：熱可塑性ポリイミド
【００４９】
＜∂σ/∂εの測定＞
　準備した各絶縁フィルムに対して、ＪＩＳ　Ｋ７１２７：１９９９に準拠して、幅１２
．７×長さ１５０ｍｍの試験片を作製し、引っ張り試験機（島津製作所製　型式オートグ
ラフＡＧＳ－１０ｋＮ）を用いて引っ張り速度５０ｍｍ／ｍｉｎで引っ張り試験を実施す
ることで、応力歪み曲線（ＳＳ曲線）を得た。試験例毎に積層体に使用するすべての絶縁
フィルムについてε＝０．２～０．５における∂σ／∂εが常に０Ｐａ以上である場合を
○とし、積層体に使用する少なくとも一枚の絶縁フィルムについてε＝０．２～０．５に
おける∂σ／∂εが０Ｐａ未満になる箇所がある場合を×とした。結果を表１に示す。使
用した絶縁フィルムの種類が同一でも、鎖状高分子同士が水素結合によって結ばれている
ような構造になっていない、又はフィルムが延伸されていない比較例３及び４は評価が×
となった。
【００５０】
（３．電磁波シールド材の作製）
　準備した金属箔及び絶縁フィルムを交互に積層して圧力１０Ｎ／ｃｍ2として、ＰＰが
１６０℃、ＰＢＴが２００℃、ＴＰＵが１８０℃、ＰＣが２３０℃、ＴＰＩが２８０℃の
温度で熱圧着することにより、表１に記載の各積層構造を有する実施例及び比較例の電磁
波シールド材を作製した。
【００５１】
＜対称性＞
　電磁波シールド材を構成する積層体の板厚中心から絶縁フィルム（樹脂層）と金属箔の
各界面までの板厚方向の距離をそれぞれ算出した。板厚中心から一方の板面へ向う方向の
各界面までの距離と、板厚中心から反対側の板面へ向かう方向の各界面までの距離を比較
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し、対応し合う界面までの二つの距離の差が板厚中心から短い方の距離に対しすべて１０
％以内である場合を○とし、それ以外を×とした。結果を表２に示す。
【００５２】
＜密着性評価＞
　各試験例において使用した金属箔と樹脂層を一枚ずつ別途用意し、両者を圧力１０Ｎ／
ｃｍ2として、ＰＰが１６０℃、ＰＢＴが２００℃、ＴＰＵが１８０℃、ＰＣが２３０℃
、ＴＰＩが２８０℃の温度で熱圧着してピール試験用の試料を作製した。次いで、得られ
た試料に対してＪＩＳ　Ｃ５０１６：１９９４に準拠して、９０°ピール試験を行った。
ピール強度が０．７ｋＮ／ｍ以上の場合を◎、０．３ｋＮ／ｍ以上０．７ｋＮ／ｍ未満の
場合を〇、０．３ｋＮ／ｍ未満の場合を×とした。結果を表２に示す。
【００５３】
＜成形性評価＞
　各試験例の電磁波シールド材を半径５０ｍｍの半球を作る金型にて材料温度及び金型温
度を５０℃にし、５ｔプレスにて成形したときに、金属箔又は積層体（金属箔＋樹脂層）
が割れてしまうものを×、割れないものを○とした。なお、樹脂層だけが割れることはな
かった。結果を表２に示す。
【００５４】
＜シールド特性＞
　各試験例の電磁波シールド材を磁界シールド効果評価装置（テクノサイエンスジャパン
社　型式ＴＳＥＳ－ＫＥＣ）に設置して、周波数を２００ｋＨｚとし、２０℃の条件下で
、ＫＥＣ法により磁界シールド効果を評価した。２５ｄＢ以上のシールド効果があったも
のを◎、２３ｄＢ以上２５ｄＢ未満であったものを○、２３ｄＢ未満であったものを×と
した。結果を表２に示す。
【００５５】
（考察）
　結果を表２に示す。比較例１は金属箔及び樹脂層の数が不足していたことから、高い電
磁波シールド効果は得られなかった。比較例２～７は積層体の対称性が悪かったことから
、成形性に問題が生じた。また、比較例２は粗い表面を持つロールで圧延をして、銅表面
の粗さＲｚを０．８μｍにしたことにより密着性は良好であった。比較例３はめっきを施
したが金属箔の粗さＲｚが大きいために樹脂が凝集破壊を起こしたことで、密着性及び成
形性が悪かった。比較例１、４はＣｕ－Ｎｉ－Ｃｏ合金めっきを施し、さらに表面粗さＲ
ｚが０．８μｍとなるようにめっきを施したことにより密着性は良好であった。比較例５
及び６はめっきを施していないことから、密着性も悪かった。比較例７はＴＰＵとＣｕ－
Ｎｉ－Ｃｏ合金めっきの相性がよく、金属箔の表面粗さが適切であったことで密着性はよ
かったが、対称性の問題から成形性は不十分となった。一方、実施例１～１８は金属箔及
び樹脂層の積層構造が適切であり、電磁波シールド特性、軽量特性、及び成形性において
優れたバランスを有していた。
【００５６】
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【表１－１】

【００５７】
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【表１－２】

【００５８】
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【表２－１】

【００５９】
【表２－２】
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